
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
八
号

消
費
者
庁
組
織
規
則

消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
消
費
者
庁
組
織
令
（
平
成
二

十
一
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
消
費
者
庁
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
内
部
部
局
（
第
一
条―

第
九
条
）

第
二
章
　
消
費
者
庁
顧
問
及
び
消
費
者
庁
参
与
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

附
則

第
一
章
　
内
部
部
局

（
人
事
企
画
室
、
管
理
室
及
び
広
報
室
並
び
に
訟
務
対
策
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
企
画
官
及
び

企
画
官
）

第
一
条
　
総
務
課
に
、
人
事
企
画
室
、
管
理
室
及
び
広
報
室
並
び
に
訟
務
対
策
官
（
検
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
も
の

と
す
る
。
）
一
人
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
企
画
官
一
人
及
び
企
画
官
二
人
を
置
く
。

２
　
人
事
企
画
室
は
、
消
費
者
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
事
務
（
管
理
室
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
人
事
企
画
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
管
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
消
費
者
庁
の
職
員
の
服
務
及
び
人
事
評
価
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
栄
典
の
推
薦
及
び
伝
達
の
実
施
並
び
に
表
彰
及
び
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
消
費
者
庁
の
所
掌
に
係
る
会
計
及
び
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
消
費
者
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
経
理
の
う
ち
消
費
者
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
物
品
の
管
理
の
う
ち
消
費
者
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

八
　
庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
消
費
者
庁
所
属
の
建
築
物
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
消
費
者
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
消
費
者
庁
の
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
課
徴
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
国
立
国
会
図
書
館
支
部
消
費
者
庁
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

６
　
広
報
室
は
、
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
て
行
う
広
報
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

７
　
広
報
室
に
、
室
長
を
置
く
。

８
　
訟
務
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。

９
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て

行
わ
れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
行
う
。

10
　
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
行
う
。

（
財
産
被
害
対
策
室
及
び
寄
附
勧
誘
対
策
室
並
び
に
企
画
調
整
官
）

第
二
条
　
消
費
者
政
策
課
に
、
財
産
被
害
対
策
室
及
び
寄
附
勧
誘
対
策
室
並
び
に
企
画
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
財
産
被
害
対
策
室
は
、
消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
消
費
者
安
全
の
確

保
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
（
同
法
第
二
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
消
費
者
事
故
等
に
該
当
す
る
も
の

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

３
　
財
産
被
害
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
寄
附
勧
誘
対
策
室
は
、
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百

五
号
）
の
規
定
に
よ
る
法
人
等
か
ら
の
寄
附
の
勧
誘
を
受
け
る
者
の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
寄
附
勧
誘
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

６
　
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

（
企
画
官
）

第
三
条
　
消
費
者
制
度
課
に
、
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
制
度
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
行

う
。

（
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
室
）

第
四
条
　
消
費
者
教
育
推
進
課
に
、
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
室
を
置
く
。

２
　
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
室
は
、
食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

３
　
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
事
故
調
査
室
及
び
企
画
官
）

第
五
条
　
消
費
者
安
全
課
に
、
事
故
調
査
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
事
故
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
消
費
者
安
全
調
査
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
消
費
者
安
全
調
査
委
員
会
の
行
う
消
費
者
安
全
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る

こ
と
。

３
　
事
故
調
査
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
消
費
者
安
全
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
行

う
。

（
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
消
費
者
保
護
室
及
び
統
括
消
費
者
取
引
対
策
官
）

第
六
条
　
取
引
対
策
課
に
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
消
費
者
保
護
室
及
び
統
括
消
費
者
取
引
対
策
官
一

人
を
置
く
。

２
　
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
消
費
者
保
護
室
は
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消

費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
消
費
者
保
護
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
統
括
消
費
者
取
引
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七

号
）
の
規
定
に
よ
る
購
入
者
等
（
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
命
令
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
上
席
景
品
・
表
示
調
査
官
）

第
七
条
　
表
示
対
策
課
に
、
上
席
景
品
・
表
示
調
査
官
二
人
を
置
く
。

２
　
上
席
景
品
・
表
示
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
三
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
景
品
類
又
は
表
示
の
適
正
化
に
よ
る
商
品
及
び
役
務
の

消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
確
保
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
に

関
す
る
事
務
並
び
に
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
表

示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
命
令
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
食
品
表
示
対
策
室
）

第
八
条
　
食
品
表
示
課
に
、
食
品
表
示
対
策
室
を
置
く
。

２
　
食
品
表
示
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

1



一
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
表
示
に
つ
い
て
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
二
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

二
　
食
品
衛
生
法
第
二
十
条
（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
虚

偽
の
又
は
誇
大
な
表
示
又
は
広
告
の
さ
れ
た
同
法
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規

定
す
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
又
は
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
お
も
ち
ゃ
の

取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

並
び
に
同
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
並
び
に
立
入
検
査
及

び
質
問
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

四
　
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
食
品
表
示
基
準
に
関
す
る
こ

と
（
同
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
条
第
五
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
並
び
に
立
入
検
査
、
質
問
及

び
収
去
の
実
施
並
び
に
同
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

五
　
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二

十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
米
穀
等
の
産
地
の
伝
達
（
酒

類
の
販
売
、
輸
入
、
加
工
、
製
造
又
は
提
供
の
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

３
　
食
品
表
示
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
企
画
官
）

第
九
条
　
消
費
者
庁
に
、
企
画
官
二
人
を
置
く
。

２
　
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
職
務
の
う
ち
特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
助
け
る
。

第
二
章
　
消
費
者
庁
顧
問
及
び
消
費
者
庁
参
与

（
消
費
者
庁
顧
問
）

第
十
条
　
消
費
者
庁
に
、
消
費
者
庁
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
消
費
者
庁
顧
問
は
、
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要
な
施
策
に
参
画
す
る
。

３
　
消
費
者
庁
顧
問
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
消
費
者
庁
参
与
）

第
十
一
条
　
消
費
者
庁
に
、
消
費
者
庁
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
消
費
者
庁
参
与
は
、
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要
な
事
項
に
参
与
す
る
。

３
　
消
費
者
庁
参
与
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
一
日
内
閣
府
令
第
三
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
二
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
二
日
内
閣
府
令
第
三
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
四
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
六
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
三
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
〇
日
内
閣
府
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
内
閣
府
令
第
三
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
八
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
三
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
二
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
〇
日
内
閣
府
令
第
一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
調
整
規
定
）

２
　
こ
の
府
令
及
び
健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
（
平
成
三
十
一
年
内
閣
府
令
第
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
消
費
者
庁
組
織
規
則
の

規
定
は
、
こ
の
府
令
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、
次
い
で
健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に

関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
二
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
食
品
衛
生

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
及
び
食
品
表
示
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
四
三
号
）

2



こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
三
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
五
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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